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あいさつ 

平成 28年３月に「神奈川県保健師の活動指針」を策定し（令和５年３月改正）、保健

師の使命である「住民の健康を守る」ために、神奈川県保健師は「住民の健康に貢献す

る保健師」を目指し、保健師活動を展開することとしました。 

この「住民の健康を守る」保健師になるためには、保健師としての専門的能力を一人

ひとりが段階的、系統的に獲得する必要があり、継続的・計画的な人材育成を行うため

に、平成 29年３月に、「神奈川県保健師の人材育成ガイドライン」を作成しました。 

本県の人口 10 万人あたりの行政機関に就労する常勤保健師数は、平成 29 年

度以降 47 都道府県で最も低く、慢性的に保健師が不足しています。この保健

師数を全国平均並みに引き上げることや、健康危機管理に係る保健所の機能強化と

人材育成のための体制構築等を目的に、近年、県保健師の採用を計画的に進めてきまし

た。 

また、一時期の保健師の採用抑制等の状況により、中堅期の保健師が不足するとい

う課題もありました。この不足の年代を補うとともに、即戦力となる人材確保を目的

とし、平成 30年度（採用試験実施年度）より経験者採用を開始しました。 

これらの結果、県保健師数は、この５年間で約 50人増加し、令和６年４月１日現在

で 152人となりました。極端に少なかった 45～50歳の保健師数の不足も解消されつつ

あります。しかし一方で、管理期保健師の退職は続いており、職位別保健師数のバラ

ンスには偏りがある等、引き続き、人材育成が喫緊の課題となっています。

併せてここ数年は、新型コロナウイルス感染症の対応が中心になり、OJTや研修が

十分実施できなかった状況もありました。 

これらの課題を踏まえ、人材育成の体制を仕切り直す機会と捉え、本ガイドライン

を改正しました。改正にあたっては、令和５、６年度の統括保健師連絡会議を基軸と

し、各所属でも意見交換をするなど保健師全員参加で、「互いに育ちあう」という視点

を大切に作り上げてきました。 

今回の改正では、成長段階に応じ、新任期・中堅前期・中堅後期・プレ管理期・管

理期の５段階を設定し、各期の取組目標を端的に分かりやすく記載するとともに、採

用形態や配属先等の個別性を考慮した育成についても盛り込みました。 

急激な少子・高齢化の進行や地域力の弱体化等、地域保健を取り巻く課題は多様化、深

刻化しています。更に感染症や多発する自然災害に対する健康危機管理体制の構築等、保

健師に求められる役割も変化・拡大しています。このような状況の中、本ガイドライン

が、県保健師のめざす姿である「住民の健康に貢献する保健師」として、時代が求め

る保健師活動を実践するための道しるべとなり、個々の保健師が誇りと自信を持って

地域保健の向上に寄与することを期待しています。 

令和６年 11月 

健康増進課副課長（統括保健師） 小野 聡枝 
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第１章 はじめに 

１ 改正の背景 

神奈川県は、平成 28年３月に「神奈川県保健師の活動指針」を、平成 29年３月

に「神奈川県保健師の人材育成ガイドライン」を作成し、人材育成を積極的に推進

してきました。 

そうした中、新型コロナウイルス感染症拡大等を受け、令和４年２月１日厚生

労働省告示第 24号により「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が一部改

正され、感染症をはじめとする健康危機管理に係る保健所の機能強化や人材育成

のための体制構築等の内容を、地域保健対策推進の基軸とすべき事項が示されま

した（令和５年３月厚生労働省告示第 86号により「地域保健対策の推進に関する

基本的な指針」が更に改正される）。 

また、県保健師を取り巻く状況としては、平成 27 年３月の活動指針作成時と比

較し、全体の約 20％を超えるベテラン保健師が退職した一方、令和元年度より一定

の職務経験を有する経験者採用の保健師が入職するなど、県保健師のキャリアラダ

ーや年齢構成も変化してきました。 

このような背景の中、令和５年３月に神奈川県保健師の活動指針を改正しました。

この活動指針にある県保健師の使命「住民の健康を守る」を引き続き目指すため、

地域保健対策の課題や、県保健師をとりまく状況の変化を踏まえ、本ガイドライン

の改正を行いました。 

 

２ 人材育成の現状と課題 

○ 少子高齢化が一層進む中で、適切な保健・医療・福祉の提供体制の整備が必要

となっており、健康寿命の延伸に向けた地域での健康づくりや、難病、精神疾患、

母子保健、児童福祉、高齢者保健福祉などの幅広い分野における健康課題への対

応、感染症や多発する自然災害に対する健康危機管理体制の構築等、保健師に求

められる役割も変化し、拡大してきています。 

○ しかし、県全体の人口 10 万人あたりの行政機関に就労する常勤保健師

数（令和４年度）は、全国平均 22.8 人に対して 13.0 人と、平成 29 年

度より全国と比較し最も低い水準（47 都道府県中 47 位）となってお

り、慢性的に保健師が不足している状況です。 

○ 人口 10 万人あたりの行政機関に就労する常勤保健師数を全国平均並

みに引き上げることや、令和４年２月の「地域保健対策の推進に関する基本

的な指針」の一部改正による健康危機管理に係る保健所の機能強化や人材育成

のための体制構築等のため、近年、県保健師の採用を計画的に進めてきまし

た。 

○ また、県保健師は、平成９年から９年間、市町村への業務の権限移譲や、公

務員の定数管理の推進等により採用が抑制され、中堅期の保健師が不足してい

ました。この不足の年代を補うとともに、現場で即戦力となる人材確保を目的

とし、平成 30年度（採用試験実施年度）より経験者採用を開始しました。 
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○ 県保健師数は、令和６年４月１日現在で 152 人、令和元年度は 101 人であり、

この５年間で約 50人の増加となっています（健康増進課調べ）。 

○ これらの結果、県保健師は前記のとおり増加してきており、極端に少なかっ

た 45～50歳の保健師数の不足も解消されつつあります。しかし一方で、管理期

保健師の退職は続いており、職位別にみると技師～主任技師が 59.9％と全体の

半数を占め、主査が 15.8％、副技幹が 7.2％、技幹以上が 17.1％となってお

り、職位別保健師数のバランスは偏りがあります。このことにより、人材育成

に影響が出ている現状があります。 

○ また、入職前の背景や経験、年齢も多様になっていますが、このような多様

なキャリアを持つ保健師の体系的な人材育成体制も整っていない状況がありま

す。令和４年 10月に実施した経験者採用保健師とそのプリセプターに対するア

ンケート調査結果でも、経験者採用保健師の人材育成に対する課題を投げかけ

られています。 

○ ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の対応が中心になり、ＯＪＴや研修

が十分実施できなかった数年間があり、これからの課題を踏まえ、人材育成体

制を仕切り直す時期に来ています。 

○ 今後更に、働き方改革としてテレワークや時差出勤等の働き方の多様化や、定

年延長後を活用した新たな人材育成の仕組みづくりなど、働く環境の変化に応じ

た柔軟な人材育成がますます求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

第２章 県保健師のめざす姿 

平成 28 年３月に「神奈川県保健師の活動指針」を策定（令和５年３月改正）し、

県の保健師は、「住民の健康に貢献する保健師」を目指し、保健師活動を展開するこ

ととしました。 

県保健師の使命は、「住民の健康を守る」ことです。そのためには、健康の視点から

地域の現状をアセスメントし、解決が必要な健康課題や今後予測される健康課題に着

目し、予防や解決等の戦略を考えることが必要です。併せて住民へ直接的な対応を行

う市町村と協働し、さらに関係機関と協力して、住民の健康に貢献する保健師活動を

実践することが大切です。 
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第３章 ガイドラインについて 

１ 位置づけ 

神奈川県では、行政組織の総合力を高める「質的向上」に向けた取組を推進する

ため、「行政改革大綱」が策定され、そのアクションプランの一つとして、平成 28

年３月に「組織・人事改革戦略」、令和元年７月には「第２期 組織・人事改革戦略」

が策定されました。 

さらに、これまでの取組成果や課題も踏まえ、改めて「めざすべき職員像・組織

像」を示した上で、その実現に向けて具体的な取組を進めていくため、令和６年３

月に「第３期 組織・人事改革戦略」が策定されました。 

また、保健（公衆衛生）及び福祉系専門職の人材育成指針として、「保健（公衆衛

生）系・福祉系専門職の人材育成にかかる指針～かながわ保健福祉エキスパート 

ナビ～」が平成 22年３月に策定されました。その後、平成 30年度からの組織再編

等の環境変化や県の役割の変化を踏まえ、人材育成指針を保健（公衆衛生）系と福

祉系に分けることとし、平成 30 年３月に「保健・公衆衛生系専門職の人材育成指

針～かながわ保健・公衆衛生エキスパート ナビ～」が策定されました。 

この「神奈川県保健師の人材育成ガイドライン」は、保健師の専門的能力を高め

るため、「神奈川県保健師の活動指針」及び保健・公衆衛生系専門職の人材育成指

針である「保健・公衆衛生系専門職の人材育成指針～かながわ保健・公衆衛生エキ

スパート ナビ～」が示す育成期間（ジョブローテーション期、エキスパート期、

管理職養成期）の人事方針を踏まえ、人材育成の基本方針を示したものです。 

県保健師は、市町村と地域の健康課題を共有し、協働を重視した事業計画の策定

や、所管内・二次医療圏や保健福祉圏域・隣接する政令市や中核市等も含め、広域

的立場から県全体の保健活動に関する総合調整を行い、積極的に活動を展開するこ

とで住民の健康の実現に寄与することが期待されています。 

そうした県保健師のミッションを達成するために、採用後 10年から 15年目まで

をジョブローテーション期として、分野全般にわたる広い視野と技術を獲得し、以

降はプロフェッショナルとして、管理職を含め特定分野を中心に力を発揮していく

こととなっています。 
 

 神奈川県保健師活動指針と県行政改革大綱等との関係 
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２ 目的 
 

本ガイドラインは、「住民の健康を守る」という使命を果たせるよう、効果的

な保健活動を実践できる保健師の人材育成を継続的・計画的に進めるための指

針とします。 

また、全保健師が、ガイドラインを通して本県の人材育成の考え方を共通認

識し、「互いに育ちあう」職場風土の醸成につなげていくことを目指します。 
 

「保健師指導者の人材育成プログラムの開発」において、人材育成とは、「自分

自身が育つ、スタッフや後輩を育てる、職場・組織を育てる」ことであり、それが

「住民の期待に答えることができる質の高い地域保健活動」につながるとされてい

ます。 また、「保健師の人材育成計画策定ガイドライン」では、「保健師の能力の

育成には、一人ひとりの内発的な取組が基盤となる。そのためには、業務経験や研

修などから獲得した能力などの現状を客観的に評価し、今後進むべき方向性や目標

を明確にし、主体的に成長を図る「自律性」を高めることが求められる。」ともあ

ります。 

平成 28年３月に作成（令和５年３月改正）された「神奈川県保健師の活動指針」

では、『県の保健師の具体的な人材育成について検討していく必要性』と、『一人ひ

とりが職責や保健師の集団の中での役割等を自覚し、自らが短期・中長期の目標を

定め、各期に必要な専門能力を獲得、向上していく。また、併せて専門的な知識は、

積極的に自主研修などを行い、自己啓発に努める。』と記載しています。 

これらの記載も踏まえ、全ての保健師が人材育成の必要性を理解し、本ガイドラ

インの目的に沿って実践することが大切です。 

 

３ 対象 
 

本ガイドラインは、全ての県保健師を対象としています。 
 

本ガイドラインは、全ての県保健師を対象としており、健康医療局以外の部署へ

配属された保健師や、国・市町村・大学へ派遣されている保健師についても、当該

担当の統括・地域統括保健師等が面接等のサポート体制を整え人材育成を図ってい

きます。 

 

４ 活用方法 
 

○ 計画的な人材育成・能力開発の指針とします。 

○ 目指す保健師像や将来ビジョンを主体的に考え、目標を確認し、自己研鑽

や意欲の向上に役立てます。 
 

必要な能力を継続的に獲得していくためには、保健師自らが目標を設定し、主体

的に成長を図る「自律性」を高め、自己研鑽に努めることが重要です。また、人材
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育成・能力開発のためには、職責に応じた役割を果たしたり、能力を積み上げられ

るよう定期的かつ計画的な人事異動（ジョブローテーション）が大切です。 

そこで、本ガイドラインでは、「自分は保健師として何をやりたいのか」「保健師

として県民の健康にどのように貢献したいのか」を考え、自らの目指す保健師像や

将来ビジョン、伸ばしたい能力を「神奈川県保健師キャリアシート（表３）」に明記

することで、目標を再確認し、自己研さんや意欲の向上に役立てることとしていま

す。 

また、統括・地域統括保健師等との面接の際に、自己の成長を振り返り、今後の

キャリアアップにつなげるため、本ガイドラインを活用します。 

 

５ 推進体制 

（１）健康増進課 

健康増進課には、県及び県域市町村保健師の人材育成に係る所管課として、統

括保健師と統括保健師補佐が各１名配置されています。また、役職定年延長保健

師（技幹）を保健師人材育成マネージャーという呼称のもと配置しています。 

当課では、各保健福祉事務所・センターの地域統括保健師等と連携し、県及び

県域市町村保健師の人材育成における現状・課題を把握するとともに、県内政令

市等や他県、国の保健師活動の動向等も踏まえて保健師の人材育成を推進します。 

具体的には、人材育成ガイドライン等の作成・改訂や研修の企画、組織的な取

組としての体制整備を行います。 

 

（２）保健福祉事務所・センター 

保健福祉事務所・センターには、地域統括保健師と地域統括保健師補佐が各１

名配置されています。地域統括保健師等は、所内保健師の中心的役割を果たし、

管内市町村の保健師も含めた人材育成の体制を整備・支援します。所属において

は、職員が互いに育ち合い、一人ひとりが能力を十分に発揮できるよう職務環境

を調整します。 
 

○ 統括・地域統括保健師 

保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、専門職としての視

点からの人材育成や技術的及び専門的側面からの指導を行う役割を担います。 

なお、担当は表４のとおりです。 

○ 統括・地域統括保健師補佐 

統括・地域統括保健師がその役割を十分に果たすことができるよう、統括・

地域統括保健師と連携を図りながら業務を補佐する役割を担います。 

○ 人材育成マネージャー 

役職定年制保健師（技幹）を健康増進課に配置し、保健師人材育成マネージ

ャーという呼称のもと、統括・地域統括保健師と連携し、保健師の人材育成を

組織横断的に行います。  
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階層
専門的能力に係るキャリアラダー・

管理職に係るキャリアラダー
主な職位

<参考>かながわ保健・公衆衛生
エキスパートナビ

新任期 Ａ－１、Ａ－２ 技師

中堅前期 Ａ－２、Ａ－３ 技師・主任技師

中堅後期 Ａ－３、Ａ－４ 主査

プレ管理期
Ａ－４、Ａ－５、

Ｂ－１
副技幹

管理期
Ａ－５

Ｂ－１、Ｂ－２
Ｂ－３、Ｂ－４

　〇保健福祉事務所・センター
　　課長、部長、所長
　〇本庁
　　技幹、副課長、課長

管理職養成期（10～15年目以降）
管理職

ジョブローテーション期
（採用から10～15年目）

エキスパート期（10～15年目以降）
管理職養成期（10～15年目以降）

第４章 各期の目標 

今回のガイドライン改正では、「専門的能力に係るキャリアラダー」（表１）や「か

ながわ保健・公衆衛生エキスパートナビ」のキャリアレベルの考え方を参考に成長段

階に応じ、新任期・中堅前期・中堅後期・プレ管理期・管理期の５段階を設定しまし

た。 

その上で、各期の取組目標を明確にし、県保健師が共通認識をもち、日頃から自覚

できるよう簡潔に表記しました。活用にあたり取組目標は、主な職位を目安にしてい

きます。 

なお、各期の取組目標については、県保健師一人ひとりが自分事として、各所属で

意見を出し合う機会を設け、統括保健師連絡会を中心に作成しました。 

 

各期別キャリアラダー及び主な職位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新任期（主な職位：技師） 
 

取組目標 

○ 個人、家族の多様性や主体性を尊重した支援ができる。 

・ 個別支援から担当地域の健康課題を明らかにすることができる。 
 

新任期は、事業や個別支援の経験を通して専門職である保健師という仕事を理

解し、保健師としての基本的な技術や知識を身につける時期です。 

先輩保健師の指導や見守りをうけながら主体的に個人及び家族への支援を行

い、担当地域の健康課題を明らかにし、解決のための支援や保健指導ができるよ

うにします。 

また、行政職としての基礎的な能力も経験を通して身につけていく時期です。

積極的に地域に出ていき、人を知り、地域を知ろうという主体的な姿勢が大切で

す。 
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（２）中堅前期（主な職位：技師、主任技師） 

 

取組目標 

○ 担当地域の健康課題に対して、解決策の立案・保健活動の展開をすること

ができる。 

・ 活動を通して、住民や地域組織と協働することができる。 
 

中堅前期は、担当業務を自立して行うことができるようになり、また、後輩指

導やプリセプターを経験するなかで、保健師業務のやりがいやおもしろさなどを

実感し、保健師としての役割が語れるようになる時期です。 

さらに、複雑困難な事例の対応や、担当地域の健康課題に対し地域・集団を視

野に入れた組織的対応、地域づくりなどができるようになります。他機関・多職

種と連携して課題を解決するための力量を備えていくことが大切です。 

 

（３）中堅後期（主な職位：主査） 

 

取組目標 

○ 地域全体の健康課題に対して、保健活動の推進と評価ができる。 

・ 地域組織と協働して地域ケアシステムの構築をすすめることができる。 

 

中堅後期は、課の班内で班長を補佐し、後輩や同僚からの相談に対し助言指導

ができるなどリーダーシップを発揮する時期です。 

保健活動では、地域全体の潜在的な健康課題に対する予防的介入や、地域ケア

システム構築のための関係機関等との連絡調整、PDCA に基づいた地域診断や事

業評価ができるなど重要な役割を果たすようになります。 

プレ管理期に向けて自分の専門職としての能力を自覚し、これまでの活動に自

信をもちながら、さらに自らの力量を高めていく姿勢が大切です。 

 

（４）プレ管理期 （主な職位：副技幹）  

 

取組目標 

○ 後輩の保健活動に対し、スーパーバイズすることができる。 

○ 課内の業務を把握し、進捗管理とマネジメントができる。 

○ 健康危機発生時に、対応方針に基づき行動することができる。 

 

プレ管理期は、経験豊富な保健師として、課内の複雑困難なケースの支援や地

域ケアシステムを機能させ発展させるなど、指導的役割を担う時期です。 

次期管理期保健師として自覚をもちながら、職場全体・地域全体をみて業務の

進行管理やマネジメントをしていきます。 

健康危機発生時には、対応方針に基づき行動し、上司を補佐していきます。地
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域のニーズや様々な課題に対して、行政組織の管理的役割をもつ保健師として対

応できる能力をつけていくことが大切です。 

 

（５）管理期  主な職位：保健福祉事務所・センター：課長、部長、所長 

本庁：技幹、副課長、課長 

 

取組目標 

○ 各種保健医療福祉計画の策定に参画し、計画に沿った効果的な対策の施

策化ができる。 

○ 人材育成のための体制づくりや確保のための採用計画、配置や人事異動

について提言できる。 

○ 健康危機発生時に迅速な判断や調整、管理ができ、組織を代表して関係

機関の代表者と連携し部局を統括して対応ができる。 

 

管理期は保健師としてベテランであると共に、リーダーとしての役割や、管理

業務を務める時期です。 

国や他自治体の動向を踏まえ、幅広い視点で保健医療福祉のビジョンを持ち、

施策化に取り組みます。 

部署横断的に保健師のキャリアアップや人材育成、人材確保に取り組めるよう

体制を整えます。 

平時および有事において、管理期の保健師が行う判断は、その場における最終

的な判断となることを認識し、的確な判断や調整・交渉ができるよう努めていく

ことが大切です。 
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第５章 個別の能力育成への取組 

保健師は、国家資格を有する専門職ですが、資格を持つだけでなく、「平成28年

度保健師のキャリア形成推進事業保健活動到達状況のチェックリストVer.1 」では、

「日々の実践の積み重ねやそれらを補完するＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴを合わせた研修や

自己研鑽をもってその専門性を高めていく職種です。」と記載されています。 

こうした考えを基に、本県では「専門的能力に係るキャリアラダー（表１）」「神

奈川県保健師のキャリアパスと現行研修等（表２）」「神奈川県保健師キャリアシート

（表３）」を用いて、各保健師の能力育成を図っています。 

表１では、各自の能力の現状と今後育成していく能力を確認し、表２では、能力育

成につながる研修や自己研鑽を確認します。表３では、能力育成の取組に関する情報

を管理して、継続的な能力育成に役立てていきます。 

各保健師は、統括・地域統括保健師や上席者らのサポートを得ながら、各自の能力

育成に主体的に取り組んでいきましょう。 

なお、表３は、県保健師全体の人材育成の体制や研修の検討に際し、活用していく

ことも考えられます。 

 

１ 個別の能力育成の実施内容 

（１）能力育成の実施内容・体制の説明 

統括・地域統括保健師等は、新任保健師の入庁時に県保健師の能力育成の仕組

みや取組方法について説明します。 

◆ 実施者：統括保健師・補佐、地域統括保健師・補佐 

◆ 対象者：新任保健師 

◆ 時期：入庁後速やかに 

◆ 説明内容 

・ 神奈川県保健師の活動指針、アクションプラン、神奈川県保健師の人材育

成ガイドライン、新任保健師指導マニュアル 

・ プリセプター・統括保健師等の役割 

・ 取組目的 

・ 取組方法：各自の取組、統括との面接、新任期カンファレンス 

・ 専門的能力に係るキャリアラダー（表１）、神奈川県保健師のキャリアパス

と現行研修等（表２）、神奈川県保健師キャリアシート（表３） 

・ 神奈川県保健師キャリアシート（表３）は、各自記載し保存。異動先でも

使用 

・ ジョブローテーション、所内保健師連絡会、研修、学会 

 

（２）各保健師の能力育成の取組 

個別の能力育成にあたっては、キャリアレベル別に新任期・中堅前期・中堅後

期・プレ管理期・管理期の５段階を設け、各期の目標（求められる役割）を設定
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しています。 

該当する階層の目標（求められる役割）を確認し、日ごろより意識して業務に

取り組みましょう。また、業務を通して習得した能力と専門的能力に係るキャリ

アラダー（表１）に記載された求められる能力を照らし合せ、自分の現時点の状

態と今後育成する能力を確認しましょう。 

各保健師は、年度当初と年度末に統括・地域統括保健師等と表１～３を使用し

て面接し、能力育成への助言を得ましょう。 

各自が新任期には、新任期カンファレンスを実施し、プリセプターや所属課長、

統括・地域統括保健師等と共に業務の取組状況を確認し、助言を得て能力を高め

る取組の方向性を明確にします。 

新任期は、新卒採用者の場合は入庁後３年間、経験者採用者の場合は入庁後１

年間とします。但し、経験者採用者については個々の状況に配慮し、３年間まで

延長可能とします。新任期保健師の育成は、「新任保健師指導マニュアル」に沿っ

て実施しています。 

 

＜スケジュール＞ 保健福祉事務所・センターでの実施例 

 

① 専門的能力に係るキャリアラダー（表１） 

本県では、国が示すキャリアラダーを基本に、能力の成長過程を段階別に整理

しています。また、各保健師がそれぞれの職務内容や必要なスキルを明確にし、

キャリアの向上とそのために能力を高める道筋を示すものとなっています。 

キャリアラダーには、全保健師対象の「専門的能力に係るキャリアラダー」と、

専門的能力を一定程度積み上げた保健師（副技幹・副技幹以上）を対象とする「管

理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」があります。 

「専門的能力に係るキャリアラダー」は、保健師の活動領域ごとに類型化し、

実施月 実施内容 

４～５月 

各自が専門的能力に係るキャリアラダー（表１）、神奈川県保健師の

キャリアパスと現行研修等（表２）、神奈川県保健師キャリアシート（表

３）を記載し、現在の状態を確認して、今後の取組計画を立てる。地域

統括保健師等と表１～３を使用して面接し、取組への助言を得る。 

５月、７月、

10月、３月 

新任期カンファレンス（１・３・６カ月・１年目・２年目・３年目） 

出席：新任期保健師、プリセプター、所属上司（保健師以外の課長を

含む）、地域統括保健師等 

※ 入庁後２年目、３年目の保健師は５月、３月のみ 

２～３月 

各自が表１～３に記載し、１年の取組を振り返り、次年度に向けて取

組目標・内容を確認する。地域統括保健師等と面接し、取組への助言を

得る。（表１～３を使用） 
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各領域で求められる能力を５段階（キャリアレベル１～５）に区分しています。 

表１では、キャリアレベルに「神奈川県で想定される職位（技師～部課長・セ

ンター所長）と５階層（新任期～管理期）を併せて示しています。 

◆ 各保健師の取組 

・ 表１の中で、自分が該当するキャリアレベルだけでなく、前後のキャリア

レベルの職位、階層を中心に「求める能力」「各レベルにおいて求められる能

力」の状態を確認しましょう。 

（例）：Ａ２に該当する場合は、Ａ１～Ａ３のキャリアレベルを見ましょう。 

・ 現配属先で経験できる活動領域について業務の状況と照らし合せて、能力

の育成状況や課題を確認しましょう。 

・ 各能力の到達度は、別添の平成 28年度保健師のキャリア形成推進事業「保

健活動到達状況のチェックリスト」を参考にしましょう。 

・ 記載の仕方がわからない場合は、統括・地域統括保健師等に確認しましょ

う。 

 

② 神奈川県保健師のキャリアパスと現行研修等（表２）（別紙１）（別紙２） 

キャリアパスと現行研修等（表２）は、「神奈川県保健福祉エキスパートナビの

人事ローテーションの方針」を踏まえて、各保健師のキャリアラダーで示す能力

の習得状況や、職位等に応じた配属先及び能力を高める研修や自己研鑽等のプロ

グラムを示しています。   

県主催の研修受講の他に、職能団体や関係機関主催の研修、県内～全国の学会

の参加など、自己研鑽の場も紹介しています。各保健師は、統括・地域統括保健

師等や所属の上司と相談し、積極的に自己研鑽の場も活用していきましょう。 

◆ 各保健師の取組 

各保健師は、表２を用いて受講する研修等を確認し、能力を高める取組に計

画的に取り組んでいきましょう。 

 

③ 神奈川県保健師キャリアシート（表３）  

キャリアシート（表３）は、各自が能力育成に関わる情報を管理し、データで

履歴を残して、継続的な人材育成に役立てるものです。 

◆ 各保健師の取組 

表３は、各自が記載要領を確認して年度当初と年度末に記載し、統括・地域

統括保健師等との面接時に使用しましょう。表３は、各自で保存し、異動して

も継続的に使用しましょう。 

 

２ 県保健師の専門能力育成のサポート体制 

（１）県のサポート体制 

保健師の人材育成のサポートは、プリセプター（新任期保健師に配置）、地域統
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括保健師等、所属上司・上席者、健康増進課などが行っています。場面としては、

日常業務におけるＯＪＴや研修等の他、新任期保健師のカンファレンス、統括・

地域統括保健師等や所属課長による面接等があります。 

また、統括・地域統括保健師等が、各保健師の能力育成をより的確にサポート

できるように、統括保健師連絡会等を通して保健師の人材育成に関する知識とス

キルの向上を図ります。 

 

（２）保健師の専門能力育成をサポートしている関係機関 

県の機関以外にも、厚生労働省や看護系大学、関係団体（保健師協議会、看護

協会保健師職能委員会、全国保健師長会、公衆衛生協会など）、国立保健医療科学

院、学会など、多くの機関が保健師の人材育成に関わり、サポートをしています。 

 

３ 個別性を考慮した能力育成の考え方 

採用形態や配属先、働き方が多様化し、標準の人事ローテーションやキャリア

ラダー等には当てはまらない場合があります。 

そうした場合には、個別の状況（健康面、業務時間の制約、前職の経験、担当

業務、配属部署の状況、今後の業務への希望等）を統括・地域統括保健師等に伝

え、個別の状況と所属の状況を踏まえた能力育成のあり方について、統括・地域

統括保健師等から助言を得て、取り組んでいきましょう。 

（１）１人・少数配置・市町村派遣の場合 

１人配置や少数配置の配属先によっては、標準のキャリアラダーに当てはまら

ない業務を担当することがあります。 

そうした場合には、キャリアラダーの記載を必須とせず、担当する業務がどの

ような能力の育成につながるか、統括・地域統括保健師等や前任者、同様の部署

の経験者に相談し、助言を得て、所属部署における能力育成に取り組んでいきま

しょう。 

※ 保健師の配置状況は、「神奈川県の保健師活動指針」Ｐ16に記載 

 

（２）経験者採用保健師の場合 

① 新任期保健師としての期間 

経験者採用保健師の新任期は入庁後１年です。しかし、経験者採用保健師の

場合は、年度途中からの入庁や前職での職務経験など、個々に状況が異なりま

す。こうした個別性を考慮して、入庁２・３年目でも新任期保健師対象の研修

の受講は可能です。 

② 県保健師としての能力育成 

経験者採用保健師は、前職との組織や業務の違いから、様々な場面で戸惑う

ことがあります。 

また、県保健師の配属先も多様化し、配属先や職位によって求められる役割
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も異なっています。 

こうした中で、どの配属先でも県保健師としての専門性を発揮し、役割を遂

行するには、県の組織の一員として業務遂行に必要な知識とスキルが必要とな

ります。また、県保健師としての専門能力育成にあたっては、前職の職務経験

は強みの 1つと捉え、キャリアラダーを用いて自身の状態を把握し、統括・地

域統括保健師等の助言を得ながら取り組みます。 

経験者採用保健師は、前職の職務経験や職位により、若手職員の育成の担当

や市町村支援・派遣、保 健師の１人・少数部署への配属などもあります。統

括・地域統括保健師等や所属の上司に相談し、前任者や同様業務の経験者に情

報を求めて、サポートを得ながら取り組んでいきましょう。 

 

（３）育児休業ほか長期休職者 

長期に休職した保健師は、復職にあたって様々な不安を抱えている場合が少な

くありません。活用できる制度は、人事面を担当する管理職等から情報を得るこ

とができます。また、保健師業務については、所属の課長や統括・地域統括保健

師等から情報を聞き、相談も受けることができます。 

情報提供や相談の時期や方法は、本人の希望に応じて復職前から行うこともで

きます。また、統括・地域統括保健師等は、復職後は速やかに本人と面接し、本

人の状態に配慮しながら、保健師業務や能力育成への取組について助言し、必要

時、業務の調整を行います。 
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第６章 各保健福祉事務所・センターの取組体制および研修体系 

１ 現任教育支援体制 

組織内の人材育成において重要なことは、組織全体が人を育てるのに望ましい

環境があり、成長を支援する体制があることです。本ガイドライン第４章「各期

の目標」や、「保健・公衆衛生系専門職の人材育成指針～かながわ保健・公衆衛生

エキスパートナビ～」Ｐ３～５「公衆衛生専門職としての役割と求められる人

材」を確認し、役割を担うことにより現任教育支援のＰＤＣＡが循環していくこ

とを念頭に、それぞれが育ちあうことを意識しましょう。 

また、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴや、所属内等のジョブローテーション等が絡み合

って循環していくことのイメージは次の図のとおりです。統括・地域統括保健師

は、うまく循環しているか意識し、確認をします。 

一人ひとりの保健師が「育ちたい」という気持ちを持ちながら、「お互いが刺激

し合い、ともに育ち合う」ことを意識し、各職場の現任教育体制の中で自分の役

割を担っていくことが大切です。また、積極的に情報交換や交流によって得られ

ることはとても多いです。 
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２ 現任教育支援体制に必要な要素 

（１）研修 

表２は、研修、学会発表等を記載しています。各保健師が自分の受講すべき研

修等を確認し積極的に受講希望をするとともに、統括・地域統括保健師等もそれ

ぞれの保健師の経験を確認していくことが必要です。 

また、保健師部課長会議や統括保健師連絡会議は、管理期保健師がスキルアッ

プする場として有効であり、講話、情報交換・検討会等、研修的要素を含めた運

営を意識的に行っていきます。 

 

（２）ＯＪＴ（職場内研修） 

ＯＪＴには「日々の体験、出来事をその場で振り返り、学びに直結させ、新た

な一歩のエネルギーにする」といった大きな機能と役割があります。 

保健師の活動は、人の生活や命にかかわるため、日々の活動を通じて、保健師

自身も人間的に成長し、様々な価値観を考慮してケースに接することが必要です。 

そのため、日々の実践を通じて知識技術を獲得し、保健師のアイデンティティ

を確実なものにしていくことが大切です。その意味においても、保健師の人材育成
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において、ＯＪＴの果たす役割は大きいものです。 

ＯＪＴでは、「教え教えられる」「育て育てられる」関係となり、上司・先輩が、

部下・後輩を「教える」「育てる」ことは、自らも「教えられる」「育てられる」こ

とになります。「教える」ことを通じて、自分の保健師観、仕事スタイルをモニタ

リングすることにもなります。 

また、新任期から中堅前期の保健師は、中堅後期以降の保健師と一緒に行動し

たり、振返りを行うなどの実践の機会を設け、経験値を高めていくことも必要で

す。例えば、医療施設の立入検査、介護保険事業所への運営指導などは、専門的知

識と判断が求められます。同行することで、見学から実践へと経験を積むことがで

き、担当となったときの戸惑いを少なくすることが出来ます。 
 

（３）ＯＦＦ－ＪＴ（職場外研修） 

専門性に関することだけでなく、各期の保健師としての自覚を促します。 

県が主催する研修として、キャリア開発支援センターおよび健康増進課の主催

する研修や研究発表会があります。その他、業務に関する他機関主催の研修、学会

等もあります。 

活動交流を積極的にもち学ぶことが必要であり、時には先輩保健師の活動経験

から学んだり、活動の歴史を知ることにより、自分の活動に活かすことが可能にな

ります。 

また、同じキャリアの人との情報交換や交流はモチベーション維持につながり

ます。 
 

（４）ジョブローテーション 

県保健師として実践能力を身につけ、ジェネラリストとしての基礎的能力や調

整力の強化を図るには、効果的なジョブローテーションが必要とされています。 

人材育成のためのジョブローテーションを進めていくため、統括保健師は、人

事担当者にも本ガイドラインを説明し、調整をします。 

＜育成期間の各期＞ 

育成期間 キャリアラダー 研鑽内容 

ジョブローテーション期 

(採用から 10～15年目) 
概ねＡ１～Ａ３ 

本庁や出先機関で様々な職務

を実践し、経験を積み重ねる。 

エキスパート期 

（10～15年目以降） 
概ねＡ３～Ｂ１ 

保健師としての専門性を強化

し、発揮できるようにする。 

管理職養成期 

10～15年目以降、 

エキスパート期と並行 

概ねＡ５、Ｂ１ 

保健師としてだけでなく、課員

と課長をつなぐ役割を果たし、行

政マネジメント力を強化する。 
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（５）自己研鑽 

自己研鑽とは、自分自身のスキルや能力などを高めて、磨きをかけることです

が、自らの思いで自分自身の能力向上や精神的な成長を目指すという自己啓発を

伴うことが必要です。 

専門能力の獲得には、ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、ジョブローテーションなどの機

会を通じて経験を積むことも可能ですが、配属先や担当業務によっては経験でき

ないことも生じます。幅広い知識や経験を得るためにも自己啓発に意図的に取り

組むことが自己の能力を開発するために有効な手段といえます。 

○ 職能として最新の情報を得ることや知識・技術の収集ができる関係団体 

日本看護協会 https://www.nurse.or.jp/ 

神奈川県看護協会 https://www.kana-kango.or.jp/index.html 

全国保健師長会 http://www.nacphn.jp/ 

日本保健師活動研究会 https://the-hokenshi.com/ 

 

３ 各所属での能力獲得 

人材育成とは、個人の意欲や主体性に基づくものであり、自己研鑽が基本とな

りますが、各職場のＯＪＴ体制の充実による効果は重要です。地域統括保健師

は、管内市町村人材育成の観点も持ちながら、研修企画のテーマ設定や出席者の

※「かながわ保健・公衆衛生エキスパートナビ」より 
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調整等、助言を行うことが必要です。 

（１）各担当業務におけるもの 

研修や担当者会議等を通じ知識や技術の習得をする他、業務の企画、実施、評

価等をＰＤＣＡに基づいて実施することは、よりよい保健師活動につながるとと

もに、能力を高める機会になります。 

（２）企画調整課・管理企画課が企画するもの 

所内保健師連絡会議等において情報共有・検討を図ることで、他の業務と担当

業務との連携や広い視野を持つことができます。また、複数の保健師の意見を聞く

ことができます。 
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第７章 市町村保健師の人材育成への支援  

市町村保健師の人材育成への支援については、「地域保健対策の推進に関する基本

的な指針」や「地域における保健師の保健活動について」において、都道府県保健所

等の担うこととして、市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対する研

修を所属内の他の職員等と協働して企画及び実施することと示されており、都道府県

の保健師は、市町村保健師への人材育成の支援の役割を担っています。 

県保健師と市町村保健師は、同じ地域の保健活動を連携して推進するため、協働し

て業務に取り組まなければなりません。そのため、統括・地域統括保健師は、市町村

の統括保健師と連携して、その地域の保健師の人材育成に取り組む必要があります。 

＜神奈川県における市町村保健師を含む人材育成事業例＞ 

・ 神奈川県保健師研修（基礎コース・中堅前期コース、中堅後期コース） 

(健康増進課主催) 

・ 災害対応力向上研修（健康増進課主催） 

・ 市町村保健師管理者能力育成研修（健康増進課主催） 

・ 県新任保健師現任教育推進事業（健康増進課主催） 

・ 地域保健師研究発表会（健康増進課主催） 

・ 県・市町村統括保健師（統括的役割を担う保健師）連絡会議（健康増進課・各保

健福祉事務所・センター主催） 

・ 地域保健師業務連絡会議（各保健福祉事務所・センター主催） 

・ 管内保健師研究会(新任期・中堅期・管理期・全階層)（各保健福祉事務所・セン

ター主催） 

・ 市町村の人材育成ガイドラインの作成支援 

・ 市町村交流（市町村課主催）    
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理研究事業）保健師指導者の人材育成プログラムの開発 

24 国立保健医療科学院（2018）：保健師の人材育成計画策定ガイドライン 

25 公益社団法人日本看護協会（2017）：平成 28 年度保健師のキャリア形成推進事

業保健活動到達状況のチェックリスト Ver.1 
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平成 28年度検討経過 

 

月日 内容 

H28.7.14 第１回部会 

・部会の目的等の確認 

・作成にあたって、内容や今後の進め方の検討 

H28.8.9 第２回部会 

・骨子案の検討 

H28.8月 原稿作成作業 

H28.8.29 第３回部会 

・原稿(案)の検討 

H28.9.15 第４回部会 

・原稿(案)の検討 

H28.9月 各所に原稿(案)に対する意見照会 

H28.10.4 第５回部会 

・各所から出された意見の共有 

・内容の検討 

H28.10.18 企画調整担当保健師連絡会にて所内保健師の意見聴取を依頼 

H28.10～11月 各所で聞き取り・話し合い、意見の再集約 

H28.11.30 企画調整担当保健師連絡会にて各所意見の報告 

H28.12.1 １回目打ち合わせ 

・各所意見を受けて、内容や今後の作成スケジュールを検討 

H28.12月 原稿(案)の修正 

H28.12.22 第６回部会 

・原稿(案)の検討、作成 

H29.1月 関係各所に修正原稿(案)に対する意見照会 

H29.1月～2月 各所意見の反映作業 

H29.2.14 ２回目打ち合わせ 

・ガイドライン(案)作成 
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令和５年度及び令和６年度改正検討経過 

 

月日 内容 

R5.6.5 第１回統括保健師連絡会議 

・ 改正の目的と作業方針について 

・ 作業スケジュール、役割分担 

R5.6.13 第２回保健師部課長会議で報告 

・ 改正の目的と作業方針等について 

・ 現在の人材育成における課題の抽出 

R5.7月 統括保健師連絡会議メンバーで骨子案を作成 

健康増進課で骨子案を取りまとめ 

R5.8月 各所で意見交換 

・ 改正骨子案について 

R5.9.6 第３回保健師部課長会議報告 

・ 各所の意見について報告 

R5.11.27 第２回統括保健師連絡会議 

・ 改正骨子案の決定 

・ 作業分担について 

R5.12月 統括保健師連絡会議メンバーで素案を作成 

健康増進課で素案を取りまとめ 

R5.12.25 第４回保健師部課長会議の勉強会で改定に向けての意見交換 

R6.1月 各所で意見交換 

・ 改正素案について 

R6.2.21 第３回統括保健師連絡会議（ハイブリッド） 

・ 改正素案について検討 

R6.3.1 第４回統括保健師連絡会議 

・ 担当ごとに確認し、３月中に各章ごとに原稿を提出 

R6.3.6 第５回保健師部課長会議で報告 

・ 統括保健師連絡会議を４回行ったが、令和５年度中の完

成には至らなかったので、引き続き、統括保健師連絡会議

で継続して作成し、７月には完成予定とする。 

・ メンバーの入れ替わりはあるが、令和５年度のメンバー

は引き続き、来年度も作業に加わることとする。 
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月日 内容 

R6.4.17  第１回統括保健師連絡会議 

・ 改正案について検討 

R6.5.15  統括保健師連絡会議メンバーと事務局で打合せ（Skype） 

・ 改正案の文言整理 

R6.5月 各所で意見交換 

・ 修正後の改正案について 

R6.7.29  第２回統括保健師連絡会議 

・ 修正案について意見交換 

R6.9.2 統括保健師連絡会議メンバーと事務局で打合せ（Skype） 

・ 修正案について検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



健康医療局保健医療部健康増進課 

横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 

電話(045)210-1111(代) FAX(045)210-8857 



3
3

専
門

的
能

力
に

係
る

キ
ャ

リ
ア
ラ
ダ
ー

保
健

師
の

活
動

領
域

求
め

ら
れ

る
能

力
・
医

学
や

公
衆

衛
生

看
護

学
等

の
専

門
知

識
に

基
づ

き
個

人
及

び
家

族
の

健
康

と
生

活
に

関
す

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
う

能
力

・
個

人
及

び
家

族
の

健
康

と
生

活
に

つ
い

て
分

析
し

健
康

課
題

解
決

の
た

め
の

支
援

計
画

を
立

案
で

き
る

。

・
複

雑
な

事
例

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
支

援
を

実
践

で
き

る
。

・
複

雑
な

事
例

の
潜

在
的

な
健

康
課

題
を

把
握

し
、

予
防

に
係

る
支

援
を

実
践

で
き

る
。

・
複

雑
か

つ
緊

急
性

の
高

い
健

康
課

題
を

迅
速

に
明

確
化

し
、

必
要

な
資

源
を

調
整

し
、

効
果

的
な

支
援

を
実

践
で

き
る

。

・
個

人
や

家
族

の
生

活
の

多
様

性
を

踏
ま

え
、

あ
ら

ゆ
る

保
健

活
動

の
場

面
を

活
用

し
て

個
人

及
び

家
族

の
主

体
性

を
尊

重
し

、
課

題
解

決
の

た
め

の
支

援
及

び
予

防
的

支
援

を
行

う
能

力

・
個

人
及

び
家

族
の

多
様

性
や

主
体

性
を

尊
重

し
た

支
援

を
指

導
を

受
け

な
が

ら
実

践
で

き
る

・
支

援
に

必
要

な
資

源
を

適
切

に
導

入
及

び
調

整
で

き
る

。
・
健

康
課

題
に

予
防

的
に

介
入

で
き

る
。

・
必

要
な

資
源

を
導

入
及

び
調

整
し

、
効

果
的

か
つ

効
率

的
な

個
人

及
び

家
族

へ
の

支
援

を
行

う
能

力

・
支

援
に

必
要

な
資

源
を

把
握

で
き

る
。

1
-
2
.

集
団

へ
の

支
援

・
集

団
の

特
性

を
把

握
し

、
グ

ル
ー

プ
ダ

イ
ナ

ミ
ク

ス
を

活
用

し
、

集
団

及
び

地
域

の
健

康
度

を
高

め
る

能
力

・
集

団
の

特
性

を
把

握
し

、
指

導
を

受
け

な
が

ら
支

援
で

き
る

。
・
集

団
へ

の
支

援
を

通
し

て
、

地
域

の
健

康
課

題
を

明
確

化
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
集

団
へ

の
支

援
を

通
し

て
、

地
域

の
課

題
解

決
に

向
け

た
事

業
計

画
を

立
案

で
き

る
。

・
集

団
へ

の
支

援
を

通
し

て
立

案
し

た
事

業
に

よ
り

、
住

民
に

よ
る

地
域

の
健

康
課

題
の

解
決

を
支

援
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
-
1
.

地
域

診
断

・
地

区
活

動

・
地

域
の

健
康

課
題

や
地

域
資

源
を

明
確

化
し

、
地

域
組

織
や

関
係

機
関

と
協

働
し

て
課

題
解

決
す

る
能

力

・
指

導
を

受
け

な
が

ら
、

担
当

地
区

の
情

報
を

収
集

・
分

析
し

、
健

康
課

題
を

明
確

化
で

き
る

。
・
地

域
診

断
や

地
区

活
動

で
明

ら
か

に
な

っ
た

課
題

を
事

業
計

画
立

案
に

活
用

で
き

る
。

・
地

域
に

潜
在

す
る

健
康

課
題

を
把

握
し

、
リ

ス
ク

の
低

減
や

予
防

策
を

計
画

し
実

践
で

き
る

。

・
地

域
診

断
や

地
区

活
動

で
明

ら
か

に
な

っ
た

課
題

を
施

策
立

案
に

活
用

で
き

る
。

・
地

域
の

特
性

を
理

解
し

住
民

と
協

働
し

て
組

織
化

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

を
促

す
能

力
・
地

域
特

性
を

理
解

し
、

住
民

と
共

に
活

動
で

き
る

。
・
住

民
と

共
に

活
動

し
な

が
ら

、
住

民
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

組
織

化
が

提
案

で
き

る
。

・
住

民
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

組
織

化
を

自
立

し
て

で
き

る
。

関
係

機
関

と
協

働
し

、
必

要
に

応
じ

て
新

た
な

資
源

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

立
ち

上
げ

を
検

討
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
多

様
な

住
民

組
織

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

立
ち

上
げ

、
地

域
組

織
の

育
成

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

・
地

域
組

織
を

育
成

し
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
し

協
働

す
る

能
力

・
多

様
な

地
域

組
織

の
役

割
や

関
係

性
に

つ
い

て
把

握
で

き
る

。

・
健

康
な

ま
ち

づ
く
り

を
推

進
す

る
た

め
保

健
、

医
療

、
福

祉
、

介
護

等
の

各
種

サ
ー

ビ
ス

の
総

合
的

な
調

整
を

行
う

能
力

・
担

当
地

区
の

各
種

サ
ー

ビ
ス

と
そ

の
関

係
性

を
理

解
し

、
指

導
を

受
け

な
が

ら
担

当
事

例
に

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
を

活
用

で
き

る
。

・
地

域
の

健
康

課
題

や
地

域
特

性
に

基
づ

き
、

関
係

機
関

と
協

働
し

、
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

改
善

・
強

化
に

つ
い

て
検

討
で

き
る

。

・
各

種
サ

ー
ビ

ス
の

円
滑

な
連

携
の

た
め

に
必

要
な

調
整

が
で

き
る

。
・
保

健
福

祉
政

策
に

基
づ

き
、

地
域

特
性

に
応

じ
た

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

係
る

施
策

化
が

で
き

る
。

・
地

域
の

健
康

課
題

や
特

性
に

応
じ

た
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
検

討
し

提
案

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

各
レ

ベ
ル

に
お

い
て

求
め

ら
れ

る
能

力

・
保

健
活

動
に

係
る

担
当

業
務

全
般

に
つ

い
て

自
立

し
て

行
う

。
・
役

割
や

立
場

の
違

い
を

理
解

し
、

つ
な

ぎ
役

と
し

て
の

組
織

的
な

役
割

を
担

う
。

・
自

組
織

を
越

え
た

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
参

画
す

る
。


係

の
保

健
事

業
と

施
策

と
の

関
係

性
を

理
解

し
、

主
担

当
と

し
て

担
当

業
務

に
責

任
を

持
つ

。

・
複

雑
な

事
例

に
対

し
て

自
立

し
て

対
応

す
る

。
・
健

康
課

題
を

明
確

に
し

、
チ

ー
ム

内
で

共
有

し
、

地
域

の
人

々
と

協
働

し
て

事
業

計
画

を
提

案
す

る
。

・
所

属
係

内
で

チ
ー

ム
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

と
っ

て
保

健
活

動
を

推
進

す
る

。
・
キ

ャ
リ

ア
レ

ベ
ル

A
-
5
の

保
健

師
を

補
佐

す
る

。
・
関

係
機

関
と

の
信

頼
関

係
を

築
き

協
働

す
る

。
・
自

組
織

を
越

え
た

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
主

体
的

に
発

言
す

る
。


課

の
保

健
事

業
に

係
る

業
務

全
般

を
理

解
し

、
そ

の
効

果
的

な
実

施
に

対
し

て
責

任
を

持
つ

。

・
複

雑
な

事
例

に
対

し
て

、
担

当
保

健
師

等
に

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ズ
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
地

域
の

潜
在

的
な

健
康

課
題

を
明

確
に

し
、

施
策

に
応

じ
た

事
業

化
を

行
う

。

・
組

織
の

新
任

者
で

あ
り

行
政

組
織

人
及

び
保

健
師

専
門

職
と

し
て

の
自

覚
を

持
つ

。

・
担

当
業

務
を

的
確

に
把

握
・
理

解
し

、
個

別
事

例
に

対
し

て
責

任
を

持
つ

。

・
基

本
的

な
事

例
へ

の
対

応
を

主
体

的
に

行
う

。
・
地

域
活

動
を

通
し

て
地

域
特

性
や

地
域

資
源

を
把

握
し

、
地

域
の

人
々

の
健

康
課

題
を

明
ら

か
に

す
る

。

・
計

画
さ

れ
た

担
当

業
務

を
自

立
し

て
実

施
す

る
。

・
プ

リ
セ

プ
タ

ー
と

し
て

後
輩

の
指

導
を

担
う

。


係

の
保

健
事

業
に

係
る

業
務

全
般

を
理

解
し

、
地

域
支

援
活

動
に

係
る

担
当

業
務

に
責

任
を

持
つ

。

・
複

雑
な

事
例

へ
の

対
応

を
必

要
に

応
じ

て
指

導
を

受
け

て
実

施
す

る
。

・
担

当
地

域
の

健
康

課
題

の
優

先
度

を
判

断
し

、
地

域
の

人
々

の
主

体
性

を
尊

重
し

た
解

決
策

を
立

案
す

る
。

A
-
3

A
-
4

A
-
5

プ
レ

管
理

期
（
副

技
幹

）
　

中
堅

後
期

（
主

査
）
　

2 地 域 支 援 活 動

2
-
2
.

地
域

組
織

活
動

2
-
3
.

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築

キ
ャ

リ
ア

レ
ベ

ル

神
奈

川
県

に
お

け
る

階
層

（
主

な
職

位
）

キ ャ リ ア レ ベ ル の 定 義

所
属

組
織

に
お

け
る

役
割

責
任

を
持

つ
業

務
の

範
囲

専
門

技
術

の
到

達
レ

ベ
ル

A
-
1

新
任

期
（
技

師
）

A
-
2

・
所

属
課

の
保

健
事

業
全

般
に

関
し

て
指

導
的

役
割

を
担

う
。

・
自

組
織

を
越

え
た

関
係

者
と

の
連

携
・
調

整
を

行
う

。

・
組

織
の

健
康

施
策

に
係

る
事

業
全

般
を

理
解

し
、

そ
の

効
果

的
な

実
施

に
対

し
て

責
任

を
持

つ
。

・
組

織
横

断
的

な
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

複
雑

か
つ

緊
急

性
の

高
い

地
域

の
健

康
課

題
に

対
し

て
迅

速
に

対
応

す
る

。
・
健

康
課

題
解

決
の

た
め

の
施

策
を

提
案

す
る

。

〇
個

人
、

家
族

の
多

様
性

や
主

体
性

を
尊

重
し

た
支

援
が

で
き

る
・
個

別
支

援
か

ら
担

当
地

域
の

健
康

課
題

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

〇
担

当
地

域
の

健
康

課
題

に
対

し
て

、
解

決
策

の
立

案
・
保

健
活

動
の

展
開

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
活

動
を

通
し

て
、

住
民

や
地

域
組

織
と

協
働

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

〇
地

域
全

体
の

健
康

課
題

に
対

し
て

、
保

健
活

動
の

推
進

と
評

価
が

で
き

る
。

・
地

域
組

織
と

協
働

し
て

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

す
す

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

〇
後

輩
の

保
健

活
動

に
対

し
、

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ズ
す

る
こ

と
が

で
き

る
〇

課
内

の
業

務
を

把
握

し
、

進
捗

管
理

と
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

で
き

る
〇

健
康

危
機

発
生

時
に

、
対

応
方

針
に

基
づ

き
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

中
堅

前
期

（
主

任
技

師
）

・
集

団
の

グ
ル

ー
プ

ダ
イ

ナ
ミ

ク
ス

を
活

用
し

て
、

特
性

に
応

じ
た

支
援

計
画

を
企

画
し

、
自

立
し

て
支

援
で

き
る

。

・
担

当
地

区
の

情
報

を
分

析
し

、
健

康
課

題
の

明
確

化
と

優
先

性
の

判
断

が
で

き
る

。

・
多

様
な

住
民

ニ
ー

ズ
を

把
握

し
な

が
ら

、
地

域
組

織
と

共
に

活
動

で
き

る
。

・
担

当
地

区
や

担
当

事
例

へ
の

対
応

を
通

し
て

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
の

調
整

が
で

き
る

。

1 対 人 支 援 活 動

1
-
1
.

個
人

及
び

家
族

へ
の

支
援

【
記

載
】
体

験
で

き
な

い
：
－

　
で

き
な

い
：
×

　
指

導
の

下
で

で
き

る
：
△

　
自

立
し

て
で

き
る

：
〇

　
指

導
が

で
き

る
：
◎

取
り

組
み

目
標

（
期

待
さ

れ
る

役
割

）

・
複

雑
な

事
例

の
支

援
を

必
要

に
応

じ
て

、
指

導
を

受
け

て
実

施
で

き
る

。

・
対

象
の

主
体

性
を

踏
ま

え
、

支
援

に
必

要
な

資
源

を
指

導
を

受
け

て
導

入
及

び
調

整
で

き
る

。

表
１



3
4

・
保

健
医

療
福

祉
施

策
を

理
解

し
、

事
業

を
企

画
立

案
し

、
予

算
を

確
保

で
き

る
能

力
・
所

属
自

治
体

の
施

策
体

系
や

財
政

の
し

く
み

に
つ

い
て

理
解

で
き

る
。

・
係

内
の

事
業

の
成

果
や

評
価

等
を

ま
と

め
、

組
織

内
で

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
保

健
医

療
福

祉
計

画
に

基
づ

い
た

事
業

計
画

を
立

案
し

、
事

業
や

予
算

の
必

要
性

に
つ

い
て

上
司

や
予

算
担

当
者

に
説

明
で

き
る

。

・
地

域
の

健
康

課
題

を
解

決
す

る
た

め
の

自
組

織
の

ビ
ジ

ョ
ン

を
踏

ま
え

た
施

策
を

各
種

保
健

医
療

福
祉

計
画

策
定

時
に

提
案

で
き

る
。

・
地

域
の

健
康

課
題

を
解

決
す

る
た

め
、

自
組

織
の

ビ
ジ

ョ
ン

を
踏

ま
え

た
保

健
医

療
福

祉
施

策
を

提
案

す
る

能
力

・
担

当
事

業
の

法
的

根
拠

や
関

連
政

策
に

つ
い

て
理

解
し

事
業

を
実

施
で

き
る

。
・
地

域
の

健
康

課
題

を
明

ら
か

に
し

、
評

価
に

基
づ

く
事

業
の

見
直

し
や

新
規

事
業

計
画

を
提

案
で

き
る

。

・
平

時
に

お
い

て
、

地
域

の
健

康
課

題
及

び
関

連
法

規
や

自
組

織
内

の
健

康
危

機
管

理
計

画
等

に
基

づ
き

、
地

域
の

健
康

危
機

の
低

減
策

を
講

じ
る

能
力

・
関

係
法

規
や

健
康

危
機

管
理

計
画

及
び

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

理
解

で
き

る
。

・
地

域
特

性
を

踏
ま

え
健

康
危

機
の

低
減

の
た

め
の

事
業

を
提

案
で

き
る

。
・
地

域
特

性
に

応
じ

た
健

康
危

機
の

予
防

活
動

を
評

価
し

、
見

直
し

や
新

規
事

業
を

立
案

で
き

る
。

・
有

事
に

起
こ

り
う

る
複

雑
な

状
況

の
対

応
に

備
え

、
平

時
よ

り
関

係
者

と
の

連
携

体
制

を
構

築
で

き
る

。

 ・
災

害
、

医
薬

品
、

食
中

毒
、

感
染

症
、

飲
料

水
そ

の
他

何
ら

か
の

原
因

に
よ

り
生

じ
る

地
域

住
民

の
生

命
、

健
康

の
安

全
を

脅
か

す
事

態

・
健

康
危

機
に

備
え

た
住

民
教

育
を

指
導

を
受

け
な

が
ら

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
・
健

康
危

機
管

理
計

画
や

体
制

の
見

直
し

を
計

画
的

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

・
健

康
危

機
発

生
時

に
、

組
織

内
外

の
関

係
者

と
連

携
し

、
住

民
の

健
康

被
害

を
回

避
し

、
必

要
な

対
応

を
迅

速
に

判
断

し
実

践
す

る
能

力

・
健

康
危

機
発

生
後

、
必

要
な

対
応

を
指

導
者

の
指

示
の

も
と

実
施

で
き

る
。

・
必

要
な

情
報

を
整

理
し

組
織

内
外

の
関

係
者

へ
共

有
で

き
る

。
・
健

康
被

害
を

予
測

し
 、

回
避

す
る

た
め

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
、

変
化

す
る

状
況

を
踏

ま
え

て
、

見
直

し
が

で
き

る
。

・
有

事
に

起
こ

る
複

雑
な

状
況

に
、

組
織

の
代

表
者

を
補

佐
し

、
関

係
者

と
連

携
し

対
応

で
き

る
。

・
現

状
を

把
握

し
、

情
報

を
整

理
し

、
上

司
に

報
告

す
る

事
が

で
き

る
。

・
変

化
す

る
状

況
を

分
析

し
、

二
次

的
健

康
被

害
を

予
測

し
、

予
防

活
動

を
計

画
、

実
施

で
き

る
。

・
組

織
内

の
関

連
部

署
と

連
携

、
調

整
で

き
る

。

4 健 康 危 機 管 理 に 関 す る 活 動

4
-
1
.

健
康

危
機

管
理

の
体

制
整

備

4
-
2
.

健
康

危
機

発
生

時
の

対
応

・
担

当
事

業
の

進
捗

管
理

が
で

き
る

。

・
健

康
危

機
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

、
予

防
活

動
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

・
発

生
要

因
を

分
析

し
、

二
次

的
健

康
被

害
を

予
測

し
予

防
す

る
た

め
の

活
動

を
主

体
的

に
実

施
で

き
る

。

・
担

当
地

域
の

健
康

課
題

を
把

握
し

、
施

策
と

事
業

と
の

関
連

性
に

つ
い

て
理

解
し

た
う

え
で

、
事

業
計

画
立

案
に

参
画

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

3 事 業 化 ・ 施 策 化

の 活 動

3
-
1
.

事
業

化
・
施

策
化



3
5

保
健

師
の

活
動

領
域

求
め

ら
れ

る
能

力
・
所

属
部

署
内

外
の

関
係

者
と

と
も

に
、

事
業

評
価

及
び

施
策

評
価

、
保

健
活

動
の

効
果

検
証

を
行

う
能

力

・
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
に

基
づ

く
事

業
評

価
方

法
を

理
解

で
き

る
。

・
所

属
係

内
で

事
業

評
価

が
適

切
に

実
施

で
き

る
よ

う
後

輩
保

健
師

を
指

導
で

き
る

。
・
所

属
部

署
内

外
の

関
係

者
と

と
も

に
事

業
評

価
を

行
い

、
事

業
の

見
直

し
や

新
規

事
業

の
計

画
を

提
案

で
き

る
。

・
評

価
に

基
づ

き
保

健
活

動
の

効
果

を
検

証
し

、
施

策
の

見
直

し
に

つ
い

て
提

案
で

き
る

。

・
評

価
結

果
等

の
根

拠
に

基
づ

き
事

業
及

び
施

策
の

必
要

な
見

直
し

を
行

う
能

力
・
担

当
す

る
事

例
に

係
る

評
価

結
果

に
基

づ
き

支
援

方
法

の
見

直
し

が
で

き
る

。
・
事

業
計

画
の

立
案

時
に

評
価

指
標

を
適

切
に

設
定

で
き

る
。

・
施

策
立

案
時

に
評

価
指

標
を

適
切

に
設

定
で

き
る

。

・
組

織
内

外
の

保
健

活
動

に
係

る
情

報
を

適
切

に
保

管
、

開
示

、
保

護
す

る
能

力
・
組

織
に

お
け

る
情

報
管

理
に

係
る

基
本

指
針

を
理

解
し

、
業

務
に

係
る

文
書

等
を

適
切

に
管

理
で

き
る

。

・
所

属
係

内
の

保
健

師
が

規
則

を
遵

守
し

て
保

健
活

動
に

係
る

情
報

を
管

理
す

る
よ

う
指

導
で

き
る

。

・
保

健
活

動
に

係
る

情
報

管
理

上
の

不
則

の
事

態
が

発
生

し
た

際
に

、
所

属
部

署
内

で
主

導
し

て
対

応
で

き
る

。

・
保

健
活

動
の

情
報

管
理

に
係

る
規

則
の

遵
守

状
況

を
評

価
し

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

見
直

し
を

提
案

で
き

る
。

・
保

健
活

動
上

知
り

得
た

個
人

情
報

を
適

切
に

取
り

扱
う

こ
と

が
で

き
る

。

・
業

務
の

記
録

を
適

切
に

行
い

関
係

者
へ

の
情

報
伝

達
が

で
き

る
。

・
組

織
の

人
材

育
成

方
針

を
理

解
し

、
保

健
師

の
人

材
育

成
計

画
を

作
成

す
る

能
力

・
組

織
の

人
材

育
成

方
針

及
び

保
健

師
の

人
材

育
成

計
画

を
理

解
で

き
る

。
・
後

輩
保

健
師

の
指

導
を

通
し

て
人

材
育

成
上

の
課

題
を

抽
出

し
、

見
直

し
案

を
提

示
で

き
る

。

・
保

健
師

の
研

修
事

業
を

企
画

し
、

実
施

・
評

価
で

き
る

。
・
組

織
の

人
材

育
成

方
針

に
沿

っ
た

保
健

師
の

人
材

育
成

計
画

を
作

成
で

き
る

。

・
継

続
的

に
自

己
研

鑽
す

る
と

と
も

に
、

後
輩

を
指

導
・
育

成
す

る
能

力
・
自

己
の

成
長

を
振

り
返

り
、

次
の

成
長

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
根

拠
に

基
づ

い
た

保
健

師
の

活
動

を
実

践
す

る
能

力
・
根

拠
に

基
づ

く
保

健
活

動
を

実
施

す
る

た
め

、
実

施
し

た
保

健
活

動
の

記
録

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

・
研

究
的

手
法

を
用

い
た

事
業

評
価

が
で

き
る

。
・
地

域
診

断
な

ど
に

お
い

て
研

究
的

手
法

を
用

い
て

分
析

し
、

根
拠

に
基

づ
き

保
健

事
業

を
計

画
で

き
る

。

・
根

拠
に

基
づ

き
、

質
の

高
い

保
健

事
業

を
提

案
し

、
そ

の
効

果
を

検
証

で
き

る
。

・
保

健
師

の
活

動
理

念
で

あ
る

社
会

的
公

正
性

・
公

共
性

に
つ

い
て

理
解

し
、

活
動

を
倫

理
的

に
判

断
す

る
能

力

A
-
1

A
-
2

A
-
3

A
-
4

A
-
5

各
レ

ベ
ル

に
お

い
て

求
め

ら
れ

る
能

力

保
健

師
の

活
動

の
理

念
で

あ
る

社
会

的
公

正
性

・
公

共
性

に
つ

い
て

理
解

し
、

活
動

を
倫

理
的

に
判

断
で

き
る

・
所

属
係

内
の

メ
ン

バ
ー

と
共

に
担

当
事

業
の

評
価

及
び

見
直

し
を

主
体

的
に

実
施

で
き

る
。

・
保

健
活

動
に

係
る

情
報

の
取

扱
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

、
自

主
的

に
確

認
で

き
る

。

５ 管 理 的 活 動

5
-
1
.

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に
基

づ
く
事

業
・
施

策
評

価

5
-
2
.

情
報

管
理

5
-
3
.

人
材

育
成

6
. 
保

健
師

の
活

動
基

盤

・
自

己
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

ビ
ジ

ョ
ン

を
持

ち
、

積
極

的
に

自
己

研
鑽

で
き

る
。

・
指

導
を

受
け

な
が

ら
研

究
的

手
法

を
用

い
て

事
業

の
評

価
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　



3
6

求
め

ら
れ

る
能

力

1
.
政

策
策

定
と

評
価

・
国

の
動

向
や

自
組

織
の

方
針

を
理

解
し

、
担

当
部

署
に

係
る

活
動

方
針

の
ビ

ジ
ョ

ン
を

示
し

、
必

要
に

応
じ

た
見

直
し

を
行

う
能

力
・
自

治
体

を
代

表
し

て
外

部
機

関
の

上
位

者
と

の
調

整
や

交
渉

を
行

う
能

力

・
事

業
や

施
策

の
評

価
を

踏
ま

え
、

係
長

に
保

健
医

療
福

祉
政

策
に

係
る

提
案

が
で

き
る

。
・
保

健
医

療
福

祉
に

係
る

国
の

動
向

や
組

織
の

方
針

、
施

策
の

評
価

を
踏

ま
え

、
組

織
の

政
策

ビ
ジ

ョ
ン

に
係

る
提

言
が

で
き

る
。

・
保

健
医

療
福

祉
政

策
に

係
る

必
要

な
計

画
や

法
制

度
整

備
に

つ
い

て
組

織
内

で
提

言
し

、
実

現
に

向
け

組
織

の
意

志
決

定
者

及
び

関
係

機
関

に
は

た
ら

き
か

け
る

こ
と

が
で

き
る

。

2
.
危

機
管

理

・
危

機
等

の
発

生
時

に
組

織
の

管
理

者
と

し
て

迅
速

な
判

断
を

行
い

組
織

内
外

の
調

整
を

行
う

能
力

・
危

機
を

回
避

す
る

た
め

の
予

防
的

措
置

が
行

わ
れ

る
よ

う
管

理
す

る
能

力

・
危

機
管

理
に

係
る

組
織

内
外

の
関

係
者

を
把

握
し

、
有

事
に

備
え

た
関

係
性

の
構

築
が

で
き

る
。

・
有

事
に

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
っ

て
行

動
し

、
係

長
を

補
佐

す
る

。

・
課

員
が

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
っ

て
行

動
で

き
る

よ
う

各
係

長
級

に
対

し
、

訓
練

等
の

実
施

を
指

導
で

き
る

。
・
有

事
に

、
組

織
の

対
応

方
針

に
基

づ
き

、
組

織
内

の
人

的
物

的
資

源
等

の
調

整
や

管
理

が
で

き
る

。

・
危

機
管

理
に

必
要

な
計

画
・
マ

ニ
ュ

ア
ル

・
内

規
等

の
整

備
を

組
織

に
提

言
し

、
具

現
化

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
有

事
に

、
行

政
の

保
健

医
療

福
祉

組
織

を
代

表
し

て
、

関
係

機
関

の
代

表
者

と
連

携
し

、
部

局
を

統
括

し
て

対
応

で
き

る
。

3
.
人

事
管

理

・
担

当
部

署
内

の
全

職
員

の
能

力
・
特

性
を

把
握

し
、

資
質

向
上

の
し

く
み

づ
く
り

と
必

要
に

応
じ

た
見

直
し

を
行

う
能

力
・
組

織
目

標
・
計

画
を

踏
ま

え
て

保
健

師
採

用
計

画
・
配

置
基

準
・
人

事
異

動
を

提
言

す
る

能
力

・
組

織
の

人
材

育
成

方
針

と
保

健
師

の
人

材
育

成
方

針
を

踏
ま

え
て

、
主

体
的

に
資

質
向

上
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

。
・
係

内
の

業
務

内
容

と
量

を
勘

案
し

、
人

材
配

置
に

つ
い

て
係

長
に

提
案

で
き

る
。

・
専

門
職

の
人

材
育

成
計

画
を

策
定

す
る

た
め

関
係

者
が

協
働

し
検

討
で

き
る

場
を

設
置

し
運

営
で

き
る

。
・
関

係
課

長
と

連
携

し
、

保
健

師
の

業
務

範
囲

等
を

踏
ま

え
保

健
師

必
要

数
に

つ
い

て
人

事
部

門
を

含
め

組
織

内
で

提
案

で
き

る
。

・
組

織
目

標
・
計

画
を

踏
ま

え
て

、
保

健
師

採
用

計
画

・
配

置
基

準
・
人

事
異

動
を

提
言

で
き

る
。

プ
レ

管
理

期

〇
後

輩
の

保
健

活
動

に
対

し
、

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ズ
す

る
こ

と
が

で
き

る
〇

課
内

の
業

務
を

把
握

し
、

進
捗

管
理

と
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

で
き

る
〇

健
康

危
機

発
生

時
に

、
対

応
方

針
に

基
づ

き
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

〇
各

種
保

健
医

療
福

祉
計

画
の

策
定

に
参

画
し

、
計

画
に

沿
っ

た
効

果
的

な
対

策
の

施
策

化
が

で
き

る
。

〇
人

材
育

成
の

た
め

の
体

制
づ

く
り

や
確

保
の

た
め

の
採

用
計

画
、

配
置

や
人

事
異

動
に

つ
い

て
提

言
 で

き
る

〇
計

画
、

配
置

や
人

事
異

動
に

つ
い

て
提

言
で

き
る

〇
健

康
危

機
発

生
時

に
迅

速
な

判
断

や
調

整
、

管
理

が
で

き
、

組
織

を
代

表
し

て
関

係
機

関
の

代
表

者
と

連
携

し
部

局
を

統
括

し
て

対
応

が
で

き
る

。

管
理

期

各
レ

ベ
ル

に
お

い
て

求
め

ら
れ

る
能

力

B
1

（
係

長
級

へ
の

準
備

段
階

）

副
技

幹

B
2
（
係

長
級

）

技
幹

保
健

福
祉

事
務

所
セ

ン
タ

ー
課

長

B
-
3
（
課

長
級

）

本
庁

副
課

長
保

健
福

祉
事

務
所

セ
ン

タ
ー

部
長

本
庁

課
長

保
健

福
祉

事
務

所
セ

ン
タ

ー
所

長

B
-
4
（
部

局
長

級
）

管
理

職
保

健
師

に
向

け
た

能
力
に
係
る
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー

管 理 的 活 動

神
奈

川
県

で
想

定
さ

れ
る

職
位

階
層

取
り

組
み

目
標

（
期

待
さ

れ
る

役
割

）

保
健

師
の

活
動

領
域

・
係

員
が

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
っ

て
行

動
で

き
る

よ
う

訓
練

等
を

企
画

で
き

る
。

・
有

事
に

組
織

内
の

人
員

や
業

務
の

調
整

を
行

い
、

課
長

の
補

佐
や

部
下

へ
の

指
示

が
で

き
る

。

・
係

内
職

員
の

能
力

・
特

性
を

把
握

し
、

資
質

向
上

の
た

め
の

取
組

を
企

画
、

実
施

、
評

価
で

き
る

。
・
係

内
の

業
務

内
容

と
量

を
勘

案
し

、
人

材
配

置
に

つ
い

て
課

長
に

提
案

で
き

る
。

・
住

民
の

健
康

課
題

等
に

基
づ

く
事

業
化

、
施

策
化

及
び

事
業

評
価

に
基

づ
く
見

直
し

が
で

き
る

。



3
7

神
奈

川
県

保
健

師
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

と
現

行
研

修
等

※
指

定
研

修
の

最
新

情
報

は
、

職
員

キ
ャ

リ
ア

開
発

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

計
画

等
参

照

B
-
2

（
係

長
級

）
B

-
３

（
課

長
級

）
B

-
３

（
部

局
長

級
）

管
理

職
養

成
期

(1
0
～

1
5
年

目
以

降
）

行 政 能 力

  
キ

ャ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
  

研
修

 (
採

用
1
0
年

目
又

は
3
5
歳

）
新

任
主

査
級

研
修

新
任

副
主

幹
級

研
修

新
任

主
幹

級
研

修
新

任
管

理
職

研
修

新
採

研
修

（
１

年
振

返
）

　
　

若
手

研
修

(他
分

野
経

験
)

プ
リ

セ
プ

タ
ー

研
究

・
学

会

会
　

議

研
　

修

保
健

師
研

修
（
階

層
別

）
　

基
礎

コ
ー

ス
　

・

管
理

期
コ

ー
ス

公
衆

衛
生

看
護

研
修

中
堅

期
統

括
保

健
師

専
門

課
程

※
受

講
者

は
他

職
種

も
含

め
県

全
体

で
数

名
を

推
薦

学
会

発
表

・
研

究
地

域
保

健
師

研
究

発
表

会
県

公
衆

衛
生

学
会

※
参

考
　

学
会

等
一

覧
（
別

紙
２

）

A
-
５

管
理

職
保

健
師

に
向

け
た

能
力

に
係

る
キ

ャ
リ

ア
ラ

ダ
ー

専
門

的
能

力
に

係
る

キ
ャ

リ
ア

ラ
ダ

ー

A
-
１

A
-
２

A
-
３

A
-
４

技
幹

・
保

健
福

祉
事

務
所

等
課

長
　

本
庁

副
課

長
･保

健
福

祉
事

務
所

部
長

･本
庁

課
長

･
セ

ン
タ

ー
長

エ キ ス パ ー ト ナ ビ

か
な

が
わ

保
健

・
公

衆
衛

生
エ

キ
ス

パ
ー

ト
ナ

ビ
の

人
事

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
の

方
針

ジ
ョ

ブ
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

期
（
採

用
1
0
年

～
1
5
年

目
）

エ
キ

ス
パ

ー
ト

期
（
1
0
～

1
5
年

目
以

降
）

管
理

職

保
健

福
祉

事
務

所
・
本

庁
所

属
　

２
専

門
分

野
３

所
属

以
上

経
験

本
庁

所
属

・
出

先
機

関
（
保

健
福

祉
事

務
所

、
児

童
相

談
所

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

）
、

市
町

村
交

流
　

等

神
奈

川
県

で
想

定
さ

れ
る

職
位

技
　

師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
技

幹

本
庁

所
属

・
保

健
福

祉
事

務
所

職
の

性
格

区
分

と
職

位
※

指
定

研
修

有
り

能
力

開
発

期
(技

師
・
主

任
技

師
）

能
力

活
用

期
（
主

査
・
副

技
幹

）

指
定

研
修

：
階

層
別

研
修

  
新

採
用

職
員

研
修

　
・
  
中

途
採

用
職

員
研

修
  
  
 入

庁
３

年
目

研
修

　
・
　

入
庁

５
年

目
研

修
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  
 　

　
新

任
主

任
主

事
級

研
修

専 門 能 力

( 局 共 有 )

階
層

別
研

修
中

堅
研

修
（
キ

ャ
リ

ア
見

直
し

）

分
野

別
研

修
(公

衆
衛

生
)

公
衆

衛
生

概
論

Ⅰ
（
公

衆
衛

生
専

門
職

の
役

割
）
・
公

衆
衛

生
概

論
Ⅱ

（
職

種
連

携
・
機

能
強

化
）

専 門 能 力 （ 保 健 師 ）

職 場 内 研 修 （ O J T ）

保
健

福
祉

事
務

所

新
任

期
保

健
所

研
修

・
中

堅
期

保
健

師
研

修
・
管

内
研

修
（
事

例
検

討
・
P

D
C

A
・
災

害
対

応
等

）
リ

ー
ダ

ー
保

健
師

研
修

職 場 外 研 修 （ O F F ・ J T ）

健
康

増
進

課

保
健

師
研

修

日
本

公
衆

衛
生

協
会

災
害

時
健

康
危

機
管

理
支

援
チ

ー
ム

養
成

研
修

（
D

H
E
A

T
養

成
研

修
)等

保
健

福
祉

事
務

所
等

保
健

師
研

修
　

・
　

災
害

対
応

力
向

上
研

修

市
町

村
保

健
師

等
管

理
者

能
力

育
成

研
修

県
庁

事
業

所
管

課
　

※
事

業
別

研
修

一
覧

参
照

（
別

紙
１

）

実
践

教
育

セ
ン

タ
ー

看
護

実
習

指
導

者
講

習
会

国
立

保
健

医
療

科
学

院

管
理

期

専
門

課
程

Ⅲ
　

地
域

保
健

福
祉

専
攻

科

中
堅

コ
ー

ス
（
前

期
）
　

・
　

　
中

堅
コ

ー
ス

（
後

期
）

全
国

保
健

師
長

会
保

健
師

等
ブ

ロ
ッ

ク
別

研
修

会
（
関

東
甲

信
越

ブ
ロ

ッ
ク

）

全
国

保
健

師
長

会
研

修
会

等

日
本

公
衆

衛
生

学
会

／
日

本
公

衆
衛

生
看

護
学

会
他

／
専

門
誌

等
投

稿
／

研
究

事
業

表
２

主
任

技
師

主
査

管
理

能
力

育
成

期
（
保

健
福

祉
事

務
所

・
セ

ン
タ

ー
課

長
、

本
庁

技
幹

、
G

L
、

副
課

長
）

（
係

長
級

へ
の

準
備

段
階

）

1
0
～

1
5
年

目

又
は

3
5
歳

1
年

目
4
5
歳

頃

B
-
１

管
理

能
力

発
揮

期
（
保

健
福

祉
事

務
所

部
長

、

本
庁

課
長

・
セ

ン
タ

ー
長

）

熟
達

し
た

知
識

や
技

術
か

ら
保

健
師

の
育

成
を

支
援

す
る

プ
リ

セ
プ

タ
ー

を
支

援
す

る
プ

リ
セ

プ
タ

ー
と

し
て

指
導

す
る

指
導

を
受

け
る

研
究

発
表

会
、

学
会

発
表

に
向

け
た

助
言

や
サ

ポ
ー

ト
が

で
き

る
。

ま
た

、
自

ら
も

学
会

参
加

や
発

表
を

行
う

研
究

発
表

会
、

学
会

へ
の

参
加

や
活

動
発

表
が

で
き

る

医
療

計
画

な
ど

各
種

計
画

へ
の

参
画

、
各

種
計

画
の

策
定

、
ワ

ー
キ

ン
グ

に
参

画
す

る

経
験

者
採

用
向

け
研

修

※
県

全
体

で
1
～

2
名

を
選

出

※
統

括
保

健
師

連
絡

会
議

（
人

材
育

成
等

検
討

）

保
健

師
部

課
長

会
議

（
研

修
調

整
）
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別
紙

１

県
庁

所
管

課
業

務
分

野
別

研
修

名
備

考

健
康

増
進

課
母

子
保

健
母

子
保

健
研

修
/
小

児
保

健
研

修
/
性

と
健

康
の

相
談

支
援

者
研

修
/
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

研
修

医
療

保
険

課
生

活
習

慣
病

発
症

予
防

・
重

症
化

予
防

特
定

健
康

診
査

・
特

定
保

健
指

導
初

任
者

研
修

／
経

験
者

研
修

介
護

保
険

新
任

介
護

保
険

担
当

者
研

修
会

介
護

予
防

地
域

分
析

、
自

立
支

援
・

重
症

化
防

止
に

係
る

市
町

村
職

員
研

修
会

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
参

加
）

感
染

症
業

務
に

か
か

わ
る

研
修

（
基

礎
編

／
応

用
編

）

感
染

症
対

応
力

向
上

研
修

結
核

保
健

師
・

看
護

師
等

基
礎

実
践

コ
ー

ス
/
保

健
師

・
対

策
推

進
コ

ー
ス

/
最

新
情

報
集

中
コ

ー
ス

/
結

核
院

内
感

染
対

策
担

当
者

コ
ー

ス
/
結

核
疫

学
調

査
実

践
コ

ー
ス

主
催

：
結

核
研

究
所

H
I
V
/
エ

イ
ズ

基
礎

研
修

、
H
I
V
検

査
相

談
研

修
/
青

少
年

エ
イ

ズ
対

策
事

業
研

修
会

主
催

：
エ

イ
ズ

予
防

財
団

エ
イ

ズ
専

門
研

修
／

エ
イ

ズ
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

研
修

認
知

症
キ

ャ
ラ

バ
ン

・
メ

イ
ト

養
成

研
修

／
高

齢
者

虐
待

防
止

関
係

職
員

研
修

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

研
修

／
高

齢
者

虐
待

防
止

関
係

研
修

/
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

意
見

交
換

会
/
初

期
集

中
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

/
若

年
性

認
知

症
自

立
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
研

修
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
研

修
は

、
主

催
が

認
知

症
介

護
研

究
・

研
修

セ
ン

タ
ー

の
場

合
も

あ
り

。

新
任

研
修

／
基

礎
研

修
／

中
堅

・
管

理
職

員
向

け
研

修

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

に
関

す
る

研
修

<
保

健
師

向
け

>
主

催
：

国
立

精
神

保
健

研
究

所
・

久
里

浜
医

療
セ

ン
タ

ー

指
定

難
病

夏
の

セ
ミ

ナ
ー

「
難

病
の

地
域

ケ
ア

コ
ー

ス
」

主
催

：
東

京
都

医
学

総
合

研
究

所

特
定

分
野

公
害

健
康

被
害

予
防

事
業

研
修

主
催

：
環

境
再

生
保

全
機

構

ア
レ

ル
ギ

ー
リ

ウ
マ

チ
・

ア
レ

ル
ギ

ー
相

談
員

研
修

会
主

催
：

厚
生

労
働

省

次
世

代
育

成
課

児
童

虐
待

予
防

子
ど

も
虐

待
予

防
研

修

児
童

相
談

所
児

童
虐

待
予

防
地

域
の

保
健

師
と

児
童

相
談

所
の

連
携

の
た

め
の

研
修

国
立

保
健

医
療

科
学

院
研

修
（

詳
細

は
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

と
り

ま
と

め
主

管
課

業
務

分
野

別
研

修
名

備
考

公
衆

衛
生

看
護

研
修

（
中

堅
期

・
管

理
期

）

公
衆

衛
生

看
護

研
修

（
統

括
保

健
師

）

D
H
E
A
T
標

準
編

研
修

感
染

症
集

団
発

生
対

策
研

修

難
病

患
者

支
援

従
事

者
研

修
（

保
健

師
等

）

エ
イ

ズ
対

策
研

修

児
童

虐
待

防
止

研
修

専
門

課
程

Ⅲ
地

域
保

健
福

祉
専

攻
科

プ
レ

管
理

期
に

あ
り

実
務

リ
ー

ダ
ー

を
担

う
保

健
師

　
神

奈
川

県
保

健
師

の
主

な
現

行
事

業
別

研
修

一
覧

（
令

和
６

年
度

現
在

）

総
務

室
地

域
保

健

高
齢

福
祉

課

Ｈ
Ｉ

Ｖ
・

エ
イ

ズ

認
知

症
・

高
齢

者
虐

待
高

齢
福

祉
課

精
神

保
健

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

が
ん

・
疾

病
対

策
課

感
染

症

健
康

危
機

・
感

染
症

対
策

課
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別
紙
２
　
　
　

学
会
・
研
究
発
表
会
名

主
催

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
U
R
L

地
域
保
健
師
研
究
発
表
会

神
奈
川
県
健
康
増
進
課

神
奈
川
県
公
衆
衛
生
学
会

神
奈
川
県
公
衆
衛
生
協
会

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
a
n
a
g
a
w
a
-
k
o
e
i
k
y
o
.
j
p
/

日
本
公
衆
衛
生
学
会
総
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
公
衆
衛
生
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
s
p
h
.
j
p
/

日
本
公
衆
衛
生
看
護
学
会
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
公
衆
衛
生
看
護
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
p
h
n
.
j
p
/

日
本
地
域
看
護
学
会
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
地
域
看
護
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
c
h
n
.
n
e
t
/

日
本
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
連
合
学
会
学
術
大
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
連
合
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
i
m
a
r
y
c
a
r
e
-
j
a
p
a
n
.
c
o
m
/

日
本
在
宅
ケ
ア
学
会
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
在
宅
ケ
ア
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
h
h
c
.
c
o
m
/

日
本
難
病
看
護
学
会
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
難
病
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
n
a
m
b
y
o
k
a
n
g
o
.
j
p
/

日
本
環
境
感
染
学
会
総
会
・
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
環
境
感
染
学
会

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
a
n
k
y
o
k
a
n
s
e
n
.
o
r
g
/

日
本
思
春
期
学
会
総
会
・
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
思
春
期
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
g
r
.
j
p
/

日
本
母
性
衛
生
学
会
総
会
・
学
術
集
会

公
益
社
団
法
人
　
日
本
母
性
衛
生
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
b
o
s
e
i
-
e
i
s
e
i
.
o
r
g
/

日
本
子
ど
も
虐
待
防
止
学
会
・
学
術
集
会

一
般
社
団
法
人
　
日
本
子
ど
も
虐
待
防
止
学
会

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
s
p
c
a
n
.
o
r
g
/

　
【
参
考
】
学
会
等
一
覧
（
令
和
６
年
度
現
在
）



4
0

【
神

奈
川

県
保

健
師

の
め

ざ
す

姿
】
　

『
住

民
の

健
康

に
貢

献
す

る
保

健
師

』
～

未
来

を
見

据
え

て
～

　
柱

３
　
予

防
的

視
点

を
持

っ
た

保
健

師
活

動

【
神

奈
川

県
保

健
師

活
動

の
理

念
】
＊

柱
１
～

５
の

視
点

1
0

1
1

柱
１
　
地

域
の

特
性

に
基

づ
く

保
健

師
活

動
1
2

1
柱

４
　
市

町
村

、
関

係
機

関
と

協
働

・連
携

に
よ

る
保

健
師

活
動

2
1
3

3
1
4

柱
２

　
個

別
の

健
康

課
題

か
ら

地
域

全
体

の
課

題
へ

発
展

さ
せ

る
保

健
師

活
動

1
5

4
柱

５
　
健

康
危

機
に

対
応

す
る

保
健

師
活

動

5
1
6

6
1
7

7
1
8

8
1
9

9
2
0

個 人 家 族

集 団
地 域 診 断 ･ 活 動

地 域 組 織

ケ ア シ ス テ ム

平 常 時

発 生 時

P D C A ・ 評 価

情 報 管 理

人 材 育 成

年
齢

A
1

B
1

A
2

B
2

A
3

B
3

A
4

B
4

A
5

経
験

年
齢

A
1

B
1

A
2

B
2

A
3

B
3

A
4

B
4

A
5

経
験

年
齢

A
1

B
1

A
2

B
2

A
3

B
3

A
4

B
4

A
5

経
験

記
載

年
度

な
り

た
い

保
健

師
像

予
防

的
介

入
の

目
的

や
方

法
、

変
化

を
確

認
し

な
が

ら
継

続
し

取
組

め
て

い
る

担
当

業
務

の
地

域
の

現
状

や
健

康
課

題
を

確
認

し
て

い
る

地
域

の
現

状
・

特
徴

を
資

料
化

し
て

い
る

管
内

市
町

村
と

連
携

し
保

健
師

活
動

を
実

施
で

き
て

い
る

神
奈

川
県

保
健

師
キ

ャ
リ

ア
シ

ー
ト

氏
名

表
３

１
　

な
り

た
い

保
健

師
像

（中
長

期
）

担
当

業
務

に
お

い
て

、
潜

在
的

な
健

康
課

題
を

予
測

で
き

て
い

る

予
防

的
視

点
を

持
っ

た
保

健
師

活
動

を
意

識
し

て
い

る

事
例

の
検

討
を

行
い

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
力

や
展

開
力

な
ど

を
高

め
て

い
る

平
時

か
ら

要
援

護
者

の
把

握
と

個
別

の
療

養
状

況
に

応
じ

た
準

備
へ

の
支

援
が

で
き

て
い

る

個
別

の
健

康
課

題
か

ら
集

団
と

し
て

の
健

康
課

題
へ

と
広

げ
ら

れ
て

い
る

「
災

害
時

保
健

師
派

遣
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
「

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

県
保

健
師

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

を
理

解
し

て
い

る

市
町

村
や

関
係

機
関

と
健

康
課

題
を

共
有

し
活

動
で

き
て

い
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

造
化

で
き

て
い

る

地
域

包
括

ケ
ア

の
推

進
の

た
め

の
支

援
を

行
え

て
い

る

個
人

や
家

族
の

抱
え

る
健

康
問

題
へ

の
支

援
が

で
き

て
い

る

個
々

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

支
援

を
多

機
関

多
職

種
と

連
携

し
取

組
め

て
い

る
災

害
対

応
を

含
む

健
康

危
機

管
理

の
必

要
性

を
日

頃
か

ら
意

識
し

て
い

る

２
　

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
取

組
み

状
況

　
　

　
＊

記
載

時
期

　
①

～
③

⑦
：
年

度
初

め
／

④
～

⑥
、
⑦

必
要

時
修

正
：
年

度
末

①
年

度
・
所

属
・
職

位
等

②
担

当
業

務
分

野
(主

：
◎

　
副

：
○

)
③

重
点

的
に

取
組

む
担

当
業

務
の

目
標

・
計

画
④

重
点

的
に

取
組

む
担

当
業

務
の

実
施

結
果

⑤
保

健
師

の
専

門
的

能
力

地
域

特
性

を
踏

ま
え

て
、

集
団

支
援

の
場

の
立

ち
上

げ
に

取
組

ん
で

い
る

大
規

模
災

害
を

想
定

し
、

訓
練

、
市

町
村

と
の

連
携

、
関

係
機

関
と

の
関

係
構

築
な

ど
平

時
か

ら
取

組
め

て
い

る

所
属

を
超

え
た

全
県

域
で

の
施

策
化

に
結

び
つ

け
た

活
動

を
心

が
け

て
い

る
感

染
症

等
の

健
康

危
機

事
例

を
想

定
し

た
所

内
研

修
や

訓
練

な
ど

を
実

施
で

き
て

い
る

⑥
管

理
的

能
力

（
副

技
幹

以
上

）
⑦

制
度

利
用

等

　 年 度

　 年 齢 ・ 経 験 年 数

所
・課

・
グ

ル
ー

プ
名

･

職
位

統
括

保
健

師

母 子 保 健

成 人 保 健

感 染 症 対 策

結 核
H I V ・ S T I

危 機 管 理

認 知 症
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「神奈川県保健師キャリアシート」の記載要領 

１ なりたい保健師像（中長期）  

 年度当初に、５～10年後になりたい保健師像（できるようになりたい業務、目指すポジション
など）を記載する。 

２ キャリアアップ取り組み状況 

 年度当初に①～③及び⑦を記載する。 
 年度末に④～⑥を記載し、⑦は必要時修正する。 

① 年度・所属・職位等 

 「年齢・経験年数」は、「当該年度末時点」を記載する。 
 「経験年数」は「入庁から当該年度末時点まで」とし、長期休暇を含む年数を記載する。 

② 担当業務分野（主：◎、副：○） 

 主担当業務は◎、副担当業務は○をリストから選択する。 
 「その他」には、保健師の取りまとめ等具体的に記載する。 

③ 重点的に取り組む担当業務の目標・計画 

 担当業務の中から当該年度に重点的に取り組む業務について、「ア 具体的な目標・計画」
を記載する。 

 保健師活動の理念の5柱から、アと最も関連性が高い柱を選択し、「イ アに関連する保健
師活動の理念の柱」に記載する。（柱は複数選択可） 

④ 重点的に取組む担当業務の実施結果 

 ③に記載した業務について、当該年度に取り組んだ結果を「ア 業務の結果、達成状況、課
題」に記載する。 

 保健師活動の理念の5柱から、アと最も関連性が高かった柱と柱の視点を選択し、「イ ア
で実施した保健師活動の理念の柱と柱の視点」に記載する。（柱と柱の視点は複数選択可） 

⑤ 保健師の専門的能力、⑥管理的能力（副技幹以上） 

 表１「専門的能力に係るキャリアラダー」を記載し、当該年度末分を表３⑤にも記載す
る。 

 新任期（技師）～プレ管理期（副技幹）は、キャリアレベルA1～A5を記入する。 
 プレ管理期（副技幹）以上は、キャリアレベルB1～４記入する。 
 記入はプルダウンで選択（×できない △指導の下でできる・一部自立 〇自立）する。 

⑦ 制度適用等 

 ア～オの制度について、当該年度の適用状況（期間、時間など）を記載する。「カその他」
は具体的な内容を簡単に記載する。 

３ 経歴  

  年度末に当該年度について記載する。当該年度前の経歴は、可能な範囲で遡り記載する。 
① 免許・資格・表彰 

 表彰は、個人表彰を記載する。 
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② 配属先と主な担当業務、入庁前の職歴（任意） 

 入庁前の主な職歴は、任意の記載とする。 

③ 研修受講・現任教育 

 表２及び「神奈川県保健師の現行事業別研修一覧（令和６年度現在）」の研修等に受講した
場合に研修名を記入する。 

④ 研究発表等（学会・専門誌等の主発表者） 

 保健師活動及び公衆衛生に関わる研究の主担当者となり、県内外の学会や専門誌での発
表、研究報告書の公表をした場合に、研究名と発表した学会等の名称を記載する。 

⑤ 主な講師活動（大学・外部団体等の研修・講演等） 

 大学や外部団体、広域の自治体職員・関係者・住民などを対象とする研修や講演会、シン

ポジウムなどにおいて、講師や助言者となった場合に研修・講演名、テーマなどを記載す

る。 

 管内の学校、施設、事業所、住民を対象に、同じテーマで複数回講演した場合は、主な講

演のみを記載する、あるいは複数回の講演をまとめて記載する。 

⑥ 災害派遣 

 災害発生時に、被災地へ保健師派遣や DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）、DPAT（災

害派遣精神医療チーム）として派遣された場合に記載する。 
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※市町村派遣については、令和６年４月現在

統括保健師
所属

所属以外の担当 備考

総務局 職員厚生課

健康医療局

医療企画課
医療保険課
健康危機・感染症対策課
健康増進課
がん・疾病対策課
精神保健福祉センター

福祉子どもみらい局
次世代育成課
高齢福祉課
女性相談支援センター

くらし安全防災局
くらし安全交通課
（かならいん）

平塚 平塚児童相談所

衛生研究所

大磯町

秦野

鎌倉 鎌倉三浦地域児童相談所

三崎

小田原 小田原児童相談所

真鶴町

箱根町

足上 開成町

松田町

山北町

厚木 厚木児童相談所

清川村

大和 中央児童相談所

大和綾瀬地域児童相談所

-

-

人材育成に係る統括保健師・地域統括保健師担当所属一覧

県庁

表４


	空白ページ



